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●令和７年度「新しい東北」復興・創生の星顕彰

○ 「新しい東北」の創造に向け、被災地の地域課題（震災伝承、教訓継承、被災者支援、住まいとまちの復興、協
働、産業・生業の再生等）を克服するための取り組みについて、大きな貢献をされている個人・団体を顕彰。
（平成28年度～、令和７年度で10回目。）

※ 令和３年度より「新しい東北」復興・創生の星顕彰として令和２年度までの「復興・創生顕彰」と「産業復興事例顕彰」を１本化して実施。

○ 今年度は、令和６年７月から令和７年６月までの１年間に活動実績がある224件の取組から、外部有識者による
選定委員会を経て10件を選定。令和７年11月29日に仙台市にて顕彰式を開催。顕彰状授与後に顕彰団体と
復興大臣との意見交換を実施。

＜令和７年度募集結果（令和７年４月25日～６月24日）＞
・候補件数224件（自薦、他薦含む）

＜選定結果：受賞者一覧（10件）＞
岩手県大槌町 一般社団法人 おらが大槌夢広場

岩手県遠野市 特定非営利活動法人 遠野山・里・暮らしネットワーク

岩手県陸前高田氏 株式会社 醸

宮城県南三陸町 社会福祉法人 南三陸町社会福祉協議会

宮城県女川町 一般社団法人 女川町観光協会

宮城県東松島市 貴凛庁株式会社
福島県南相馬市 一般社団法人 あすびと福島
福島県南相馬市・浪江町 株式会社Haccoba

福島県郡山市・富岡町 一般社団法人 コースター

福島県大熊町 In the Rye株式会社

＜顕彰式（令和７年11月29日）＞
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●令和８年度 活動の方向性について

【「新しい東北」官民連携推進協議会の見直しについて】

✓ 令和８年度から、「新しい東北」復興ノウハウ連携協議会へ名称変更。これまで培ったものを

被災地内外に普及展開するため、情報の共有や交換を行う場とする。

✓ 年１回程度、情報共有の場、福島県の取組の発表の場として、運営委員会を開催する予定。

✓ 現行の代表団体、副代表団体の枠組みはそのまま残す。

✓ 現在の会員の協力の下、復興事例に関する情報共有や、能登半島等の被災地域や大地震

に備える地域への情報提供を行う。 （令和８年２月１日現在 1,277団体）

【 「新しい東北」官民連携推進協議会の令和８年度予算事業について】

✓ 「実践の場」等イベントは、福島県分の予算が認められた。引き続き被災地内外の若者による

交流イベントを実施するとともに、令和７年１２月に行った東北３県合同セミナーのようなイベント

を行う予定。

✓ 運営事業予算は縮減。それに伴い、
・協議会の運営は、復興庁直営化。

・官民連携推進協議会のホームページの一部はアーカイブ化し、復興庁に統合。

（２月末実施済）

※ 従前のHPは、国立国会図書館のアーカイブ事業ページを参照することで閲覧可能。

・メールマガジン等も委託事業で行っているため、令和７年度をもって終了。
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●令和８年度 活動の方向性について

【復興ノウハウ講演会】
✓ 継続実施。復興に関する課題やノウハウ・知見の情報交換を行う。

【「新しい東北」復興・創生の星顕彰】
✓ 今年度、震災伝承部門を創設したところ。令和８年度も何らかの形で実施できないか検討。

【新ハンズオン支援事業】

✓ 令和７年度内に、県庁や支援機関へノウハウ提供等のサポートを実施し、終了。

【地域復興マッチング「結の場」】

✓ 令和７年度内に、県庁や支援機関へノウハウ提供等のサポートを実施し、岩手県・宮城県に
ついては終了。

✓ 令和８年度は、福島県を対象とした事業を引き続き行っていく。

【復興金融ネットワーク】

✓ 引き続き、被災地の産業・生業の再生に向け、復興金融ネットワークのメンバーに対し各種の
情報提供を行うなど、メンバー間の連携を図っていく。
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